
令和８年 7 月９日

国土交通省関東地方整備局

東京国道事務所

災害時の応急対策に協力していただける企業を募集します

～災害時における災害応急対策業務に関する協定～

本日７月９日から７月３０日まで、東京国道事務所における災害時の協定区間（地震時

１１区間・地震時以外３１区間）について、協定にご協力していただける企業を募集します。

 １．募集協定名 ： 災害時における災害応急対策業務に関する協定

２．公募期間  ： 令和８年７月９日（木）～令和８年７月３0 日（木）

 ３．公募区間  ： 地震時１１区間・地震時以外３１区間（別添２･３参照）

 ４．協定期間  ： 令和８年９月１日～令和９年８月３１日（１年間）

 ５．応募方法  ： 東京国道事務所ホームページに掲載しますのでご覧ください。

※本協定の締結者は、関東地方整備局が実施する総合評価落札方式の競争入札において、企業

の技術力の「地域貢献度」の項目で加算評価されます。

東京国道事務所では、地震･大雨･大雪などにより、当事務所が管理する道路施設が被災した場

合に、迅速な情報収集、被災施設の早期復旧や被害拡大の防止を図るため、建設資機材及び労力

を保有する企業と「災害時における災害応急対策業務に関する協定」を締結し、災害に備えてお

ります。

＜発表記者クラブ＞

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、都庁記者クラブ

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 東京国道事務所

電話：０３－３５１２－９０９０（代表） メールアドレス：ktr-toukoku-press@mlit.go.jp

副所長（技）      石﨑（いしざき） （内線：２０４）

防災情報課 建設専門官 中山（なかやま） （内線：３０６）
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 別添１  

 

協定及び公募の概要 

《協定の目的》 

本協定は、国土交通省関東地方整備局東京国道事務所が管理または工事中の施設等が地震・大

雨・大雪等の異常な自然現象及び予測できない災害等の発生または発生の恐れがある場合におい

て、災害応急対策業務を実施するにあたり、これに必要な建設機械、資材、技術者及び労力等に

ついて、双方がその確保及び動員の方法を定め、被害状況の早期把握、被害の拡大防止及び被災

施設の早期復旧に資することを目的とする。 

《業務内容》 

■地震時 

①道路巡回・・・・・・損壊箇所等被害の把握と報告 

②緊急措置・・・・・・道路利用者の安全確保のためのバリケード等の設置 

③道路啓開・・・・・・緊急車両の通行を確保するための障害物の除去等 

④応急復旧・・・・・・状況に応じた応急復旧を実施 

⑤その他・・・・・・・上記の他、要請内容に基づく活動 

■地震時以外 

①道路巡回・・・・・・損壊箇所等被害の把握と報告 

②緊急措置・・・・・・道路利用者の安全確保のためのバリケード等の設置 

③応急復旧・・・・・・道路の機能を確保するための状況に応じた復旧等 

④除雪作業・・・・・・車道・歩道等における除雪・排雪・凍結防止剤の散布等 

⑤その他・・・・・・・上記の他、要請内容に基づく活動 

 

《協定担当区間》 

道路啓開区間（地震時１１区間・地震時以外３１区間）  

《協定期間》 

令和８年９月１日から令和９年８月３１日（１年間） 

《応募資格》 

①関東地方整備局(港湾空港関係を除く)令和７・８年度一般競争(指名競争)入札参加資格業者 

のうち、一般土木工事、維持修繕工事、アスファルト舗装工事、造園工事、橋梁補修工事のい

ずれかに認定されている者であること。 

②東京都内、埼玉県内、千葉県内、神奈川県内のいずれかに建設業法に基づく本店、支店又は 

営業所を有すること。 

③平成２３年４月１日以降に、関東地方整備局管内で元請けとして完成・引渡しが完了した一

般土木工事、維持修繕工事、アスファルト舗装工事、造園工事、橋梁補修工事のいずれかの施

工実績を有すること。 

《スケジュール》 

①公募期間は、令和 8 年７月９日(木)～令和８年７月３０日(木)まで 

②協定締結者への通知：令和８年８月下旬頃を予定 

 

※詳細は、下記、東京国道事務所ホームページの「最新のお知らせ」をご覧ください。 

 

東京国道事務所ホームページ： https://www.ktr.mlit.go.jp/toukoku/ 
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災害時における災害応急対策業務に関する協定区間図（地震時）11区間

注） 協定区間の表示は、区間を区別するため
表示方法を使い分けしたものである。
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災害時における災害応急対策業務に関する協定区間図（地震時以外）31区間

注） 協定区間の表示は、区間を区別するため
表示方法を使い分けしたものである。
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別添３

1 １ 中央区日本橋一丁目～港区東麻布一丁目 ５.７９ ０.００ ～ ５.７９

2 ２ 港区東麻布一丁目～品川区戸越六丁目 ６.２５ ５.７９ ～ １２.０４

3 ３ 品川区戸越六丁目～大田区多摩川二丁目 ６.１６ １２.０４ ～ １８.２０

4 １ 中央区日本橋室町三丁目～台東区下谷三丁目 ４.４９ ０.５４ ～ ５.０３

5 ２ 台東区下谷三丁目～足立区梅田七丁目 ５.１７ ５.０３ ～ １０.２０

6 ３ 足立区梅田七丁目～埼玉県草加市谷塚二丁目 ４.３４ １０.２０ ～ １４.５４

7 １ 中央区日本橋本町三丁目～墨田区墨田四丁目 ６.９３ ０.７９ ～ ７.７２

8 ２ 墨田区墨田四丁目～葛飾区金町三丁目 ６.４３ ７.７２ ～ １４.１５

9 １ 中央区日本橋馬喰町二丁目～江東区亀戸七丁目 ４.５２ １.７９ ～ ６.３１

10 ２ 江東区亀戸七丁目～江戸川区大杉三丁目 ４.６２ ６.３１ ～ １０.９３

11 １ 中央区日本橋一丁目～港区高輪二丁目 ６.１２ ０.１９ ～ ６.３１

12 ２ 港区高輪二丁目～大田区大森本町一丁目 ６.１７ ６.３１ ～ １２.４８

13 ３ 大田区大森本町一丁目～大田区東六郷三丁目 ５.６１ １２.４８ ～ １８.０９

14 １ 中央区日本橋一丁目～文京区千石一丁目 ６.１３ ０.００ ～ ６.１３

15 ２ 文京区千石一丁目～板橋区大和町 ５.３５ ６.１３ ～ １１.４８

16 ３ 板橋区大和町～板橋区舟渡三丁目 ４.４９ １１.４８ ～ １５.９７

17
Ｒ１７
ＢＰ

１ 練馬区北町三丁目～板橋区三園二丁目 ３.４８ ０.００ ～ ３.４８

18 １ 千代田区霞が関一丁目～新宿区新宿四丁目 ５.１７ ２.９４ ～ ８.１１

19 ２ 新宿区新宿四丁目～世田谷区松原三丁目 ６.３４ ８.１１ ～ １４.４５

20 ３ 世田谷区松原三丁目～世田谷区給田三丁目 ５.１３ １４.４５ ～ １９.５８

21 千代田区永田町一丁目～渋谷区渋谷二丁目 ４.６４ ０.００ ～ ４.６４

港区赤坂一丁目～千代田区永田町二丁目 １.０８ ０.００ ～ １.０８

22 ２ 渋谷区渋谷二丁目～世田谷区上馬二丁目 ４.５３ ４.６４ ～ ９.１７

23 ３ 世田谷区上馬二丁目～世田谷区玉川三丁目 ４.５８ ９.１７ ～ １３.７５

24 １ 文京区本郷三丁目～文京区大塚二丁目 ２.９０ ０.００ ～ ２.９０

25 ２ 文京区大塚二丁目～板橋区東山町 ５.８７ ２.９０ ～ ８.７７

26 ３ 板橋区東山町～練馬区旭町三丁目 ６.４５ ８.７７ ～ １５.２２

27 １ 江戸川区臨海町六丁目～江東区辰巳三丁目 ５.２９ ２２.８８ ～ ２８.１７

28 ２ 江東区辰巳三丁目～品川区八潮二丁目 ５.８３ ２８.１７ ～ ３４.００

29 ３ 品川区八潮二丁目～大田区京浜島二丁目 ４.８９ ３４.００ ～ ３８.８９

30 ４ 大田区京浜島二丁目～大田区羽田空港三丁目 ４.９０ ３８.８９ ～ ４３.７９

31
Ｒ３５７
ＢＰ

１ 品川区八潮一丁目～品川区北品川二丁目 ３.０９ ０.００ ～ ３.０９

路線 番号 担当区間 距離 Ｋｐ

Ｒ１

Ｒ４

１

Ｒ２５４

Ｒ３５７

Ｒ６

Ｒ１４

Ｒ１５

Ｒ１７

Ｒ２０

Ｒ２４６


